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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】平成25年8月8日(2013.8.8)

【公開番号】特開2012-21046(P2012-21046A)
【公開日】平成24年2月2日(2012.2.2)
【年通号数】公開・登録公報2012-005
【出願番号】特願2010-158069(P2010-158069)
【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｄ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０９Ｄ  11/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成25年6月21日(2013.6.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３３】
　前記造塩染料、酸性染料および／または塩基性染料としては、それぞれ任意の色の染料
を組み合わせて用いることができる。
　（造塩染料）
　赤色の造塩染料としては、例えば保土谷化学工業(株)製のＡＩＺＥＮ（登録商標）シリ
ーズのうちＳＰＩＬＯＮ（登録商標）Ｆｉｅｒｙ Ｒｅｄ ＢＨ（Ｃ．Ｉ．ソルベントレッ
ド８１）、ＳＰＩＬＯＮ Ｒｅｄ Ｃ－ＧＨ、ＳＰＩＬＯＮ Ｒｅｄ Ｃ－ＢＨ、ＳＰＩＬＯ
Ｎ Ｐｉｎｋ ＢＨ（Ｃ．Ｉ．ソルベントレッド８２）、ＳＰＩＬＯＮ Ｖｉｏｌｅｔ ＥＣ
Ｈ（Ｃ．Ｉ．ソルベントバイオレット２７）；中央合成化学(株)製のＡＬ Ｒｅｄ ２３０
８、Ａｌｃｏｈｏｌ Ｐｉｎｋ Ｐ－３０；オリエント化学工業(株)製のＳＰＩＲＩＴ Ｒ
ｅｄ １０２；同じくオリエント化学工業(株)製のＶＡＬＩＦＡＳＴ（登録商標）シリー
ズのうちＲｅｄ １３０８、Ｒｅｄ １３５５等の１種または２種以上が挙げられる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３８】
　黄色の塩基性染料としては、例えばＣ．Ｉ．ベーシックイエロー１、２、１１、１３、
１４、１９、２１、２５、３２、３３、３６、５１、Ｃ．Ｉ．ベーシックオレンジ２、１
５、２１、２２等の１種または２種以上が挙げられる。
　（他の油溶性染料）
　前記造塩染料、酸性染料および／または塩基性染料と併用してもよい他の油溶性染料の
うち赤色の油溶性染料としては、例えばＣ．Ｉ．ソルベントレッド１、２３、Ｃ．Ｉ．デ
ィスパーズレッド９；オリエント化学工業(株)製のＶＡＬＩＦＡＳＴ Ｒｅｄ ２３０３、
Ｏｒｉｅｎｔ（登録商標） Ｏｉｌ Ｐｉｎｋ ＯＰ等の１種または２種以上が挙げられる
。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６０



(2) JP 2012-21046 A5 2013.8.8

【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６０】
　以下の実施例、比較例におけるインクジェットインクの調製、および試験を、特記した
以外は温度２３±１℃、相対湿度５５±１％の環境下で実施した。
　〈実施例１〉
　染料としては、下記の３色の染料を併用して、その混色により黒色を再現した。
　赤色：Ｃ．Ｉ．ソルベントレッド８１〔造塩染料、保土谷化学工業(株)製のＡＩＺＥＮ
 ＳＰＩＬＯＮ Ｆｉｅｒｙ Ｒｅｄ ＢＨ〕
　青色：Ｃ．Ｉ．ベーシックブルー９（塩基性染料）
　黄色：Ｃ．Ｉ．アシッドイエロー４２（酸性染料）
　界面活性剤としては、式(1)：
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６４】
【表１】

【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　赤色：Ｃ．Ｉ．ソルベントレッド８１〔造塩染料、保土谷化学工業(株)製のＡＩＺＥＮ
 ＳＰＩＬＯＮ Ｆｉｅｒｙ Ｒｅｄ ＢＨ〕・・・１．９質量部
　青色：Ｃ．Ｉ．ベーシックブルー９（塩基性染料）・・・０．４質量部
　黄色：Ｃ．Ｉ．ソルベントイエロー１６（他の油溶性染料）・・・１．９質量部
　〈実施例４〉
　染料として、下記の３色の染料を併用して、その混色により黒色を再現したこと以外は
実施例１と同様にしてインクジェットインクを調製した。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　赤色：Ｃ．Ｉ．ソルベントレッド１（他の油溶性染料）・・・１．９質量部
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　青色：Ｃ．Ｉ．ベーシックブルー９（塩基性染料）・・・０．４質量部
　黄色：Ｃ．Ｉ．ソルベントイエロー１６（他の油溶性染料）・・・１．９質量部
　〈比較例３〉
　染料として、下記の３色の染料を併用して、その混色により黒色を再現したこと以外は
実施例１と同様にしてインクジェットインクを調製した。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８９】
　表３の比較例１の結果より、赤、青、黄の３色の染料を全て造塩染料とした場合には、
前記染料の分散安定性が不十分であることが判った。
　また比較例３の結果より、赤、青、黄の３色の染料を全て水溶性染料である酸性染料お
よび塩基性染料とした場合には印字の耐水性が得られず、比較例２の結果より、その一部
を造塩染料以外の他の油溶性染料に置き換えても耐水性は改善されないことが判った。
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